
給
付
補
助
を
拡
充
し
ま
す

在
宅
要
介
護
高
齢
者・障
が
い
者
の
方
へ
の
紙
お
む
つ
代

　

町
で
は
、
紙
お
む
つ
な
ど
を
使

用
し
て
い
る
要
介
護
高
齢
者
お
よ

び
重
度
心
身
障
が
い
児（
者
）の

方
々
、
も
し
く
は
介
護
者
の
方
々

の
負
担
を
軽
く
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
紙
お
む
つ
購
入
費
の
一
部
を

補
助
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

非
課
税
世
帯
へ
の
補
助
が
中
心
で

し
た
が
、
範
囲
を
広
げ
、
課
税
世

帯
へ
の
補
助
を
拡
充
し
ま
し
た
。

対
象
者

○
要
介
護
高
齢
者

介
護
保
険
法
に
お
け
る
要
介
護

認
定
者
の
内
、
要
介
護
３
以
上

お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
65
歳
以
上
の
方
。

○
重
度
心
身
障
が
い
児（
者
）

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

ま
た
は
精
神
障
害
者
福
祉
手
帳

を
有
し
、
そ
の
障
が
い
に
よ
り

紙
お
む
つ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
65
歳
未

満
の
方
。

○
他
、
町
長
が
必
要
と
認
め
た
方

※
い
ず
れ
の
場
合
も
、
半
年
以
上

に
わ
た
り
随
時
紙
お
む
つ
な
ど
を

使
用
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
。（
一
時
的
な
体
調
不
良
等

農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域

除
外
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

町
で
は
、
優
良
農
地
の
確
保
・

保
全
の
た
め
、
農
業
振
興
地
域
の

整
備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
策
定

し
、
農
業
振
興
を
図
る
地
域
を
農

振
農
用
地
区
域
と
し
て
設
定
し
て

い
ま
す
。

　

農
振
農
用
地
区
域
の
土
地
を
、

や
む
を
得
ず
農
地
以
外
の
目
的
に

利
用
す
る
場
合
は
、
農
振
農
用
地

区
域
か
ら
除
外
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
除
外
申
請
が
す
べ
て

認
め
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

受
付
期
限　

３
月
31
日（
木
）

受
付
場
所　

産
業
経
済
課
農
政
係

提
出
書
類

○
申
請
書（
用
紙
は
産
業
経
済
課

農
政
係
）○
隣
接
者
同
意
書（
同
）

○
確
約
書（
同
）

○
地
籍
図
の
写
し
・
土
地
登
記
事

項
証
明
書（
登
記
簿
謄
本
）○
位
置

図（
住
宅
地
図
な
ど
）○
事
業
計
画

平
面
図
○
自
己
所
有
地
の
検
討
結

果
一
覧
表

○
そ
の
他（
例
…
法
人
の
場
合
、

定
款
、
議
事
録
）

問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
農
政
係（
内
線
27
）

で
使
用
し
て
い
る
方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
）

給
付
額

○
町
民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び

　

生
活
保
護
世
帯

　

月
４
、０
０
０
円

○
町
民
税
課
税
世
帯
で

　

本
人
非
課
税

　

月
３
、０
０
０
円

○
町
民
税
課
税
世
帯
で
本
人
課
税

　

月
２
、０
０
０
円

申
請
方
法

新
た
に
資
格
取
得
を
希
望
さ
れ

る
方（
紙
お
む
つ
の
使
用
を
開

始
し
て
か
ら
６
ヵ
月
以
上
経
過

し
た
方
が
対
象
で
す
）は
、
町

へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。
介
護

高
齢
係
も
し
く
は
担
当
の
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

※
す
で
に
こ
の
制
度
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
は
、
資
格
取
得
の
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

 

（
31
）２
５
１
２

４
月
１
日
よ
り

「
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
利
用
助
成
事
業
」の
利
用
枚
数
を
増
や
し
ま
す

対
象
者

　

御
代
田
町
に
住
所
が
あ
り
、
75

歳
未
満
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
が
い
程

度
が
１
〜
３
級
に
該
当
す
る
方

○
療
育
手
帳
の
障
が
い
程
度
が
Ａ

に
該
当
す
る
方

○
精
神
保
健
福
祉
手
帳
の
障
が
い

程
度
が
１
級
に
該
当
す
る
方

運
行
範
囲

　

近
隣
区
域

利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
会
社

•
軽
井
沢
観
光
タ
ク
シ
ー

•
松
葉
自
動
車
交
通

利
用
目
的

タ
ク
シ
ー
の
利
用
は
、
通
院
、

買
い
物
、
公
共
施
設
、
金
融
機

関
の
利
用
な
ど
日
常
生
活
で
必

要
な
場
合
で
す
。（
遊
興
目
的

で
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
）

購
入
方
法

•
所
定
の
申
請
書
に
記
入
し
て
、

保
健
福
祉
課
福
祉
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

•
申
請
内
容
と
助
成
券
購
入
料
金

の
納
入
を
確
認
の
後
、
助
成
券

を
交
付
し
ま
す
。

購
入
で
き
る
枚
数

年
間
30
枚
ま
で
購
入
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
75
歳
に
達
す
る
月
の

前
月
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

（
75
歳
に
達
す
る
月
か
ら
は
、

御
代
田
町
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

事
業
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
窓

口
は
町
企
画
財
政
課
で
す
）

※
御
代
田
町
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

事
業
は
本
号
６
頁
参
照

申
請
方
法

申
請
書
は
福
祉
係
の
窓
口
で
の

交
付
、
ま
た
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

福
祉
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
22
年
度
の
福
祉
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
券
の
有
効
期
限

は
、
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。
期
限
ま
で
に
利
用
さ
れ

な
か
っ
た
助
成
券
は
、
平
成
23

年
４
月
中
に
福
祉
係
で
払
戻
し

の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
福
祉
係
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御代田町役場 TEL0267‒32‒3111

軽
自
動
車
な
ど
の
変
更
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！

　
軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
転
出
や
廃
車
、

名
義
変
更
を
し
た
場
合
は
、
手
続

種　別 手続場所 手続きに必要なもの

原動機付自転車
（125cc以下）
小型特殊自動車
（農耕用含む）

町役場税務課
ナンバープレート・印鑑・
標識交付証明書・（名義変更の場合は
譲渡証明書等）

軽四輪・軽三輪
軽二輪車
（125cc～250cc）

長野県軽自動車検査協会
℡026（244）4563

ナンバープレート・印鑑・
車検証（二輪は届出済証）等
※必要なものは手続きによって異な
りますのでお問い合わせください。

二輪小型自動車
（250cc～）

北陸信越運輸局長野運輸支局
℡050（5540）2042

ナンバープレート・印鑑・
車検証等
※必要なものは手続きによって異な
りますのでお問い合わせください。

※自家用自動車協会でも手続きを代行しています。

　小諸支部　0267（22）0496

　佐久支部　0267（67）4677

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

　税務課住民税係　0267（32）3111（内線49）

き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
行
わ

な
い
で
い
る
と
い
つ
ま
で
も
課
税

さ
れ
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

町
営
住
宅
入
居
待
機
者
申
込
受
付

　

町
営
住
宅
へ
の
入
居
待
機
者
の

申
込
受
付
は
年
２
回（
３
月
・
９

月
）行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
申
し
込
み
は
平
成
23
年

４
月
か
ら
平
成
23
年
９
月
ま
で
の

間
に
退
居
住
戸
へ
入
居
で
き
る
、

入
居
待
機
者
と
な
る
た
め
の
申
し

込
み
に
な
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

２
月
28
日（
月
）〜
３
月
11
日（
金
）

説
明
会（
抽
選
会
）

•
日
時　

３
月
17
日（
木
）

　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜

•
場
所　

町
役
場
第
３
会
議
室

抽
選
に
よ
り
、
入
居
待
機
順
位
を

決
定
し
ま
す
。

申
込
資
格

•
町
内
に
居
住
、
ま
た
は
勤
務
地

を
有
す
る
方（
３
ヵ
月
以
上
）

•
現
に
同
居
し
て
い
る
方
、
ま
た

は
３
ヵ
月
以
内
に
同
居
す
る
親

族
が
い
る
方

•
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
方

•
収
入
が
一
定
額
以
下
の
方

•
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

※
収
入
金
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

扶
養
人
数
に
よ
り
変
動
し
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
都
市
計
画
係（
内
線
75
）

桜
ヶ
丘
団
地

団 

地 
名

Ｈ
13
〜
Ｈ
14

Ｈ
５
〜
Ｈ
14

建 

設 

年 

度

耐 
三

耐 

三
構 

造

2
Ｌ
Ｄ
Ｋ
Ｙ

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ
Ｙ

規 

模

2
2
、5
0
0
〜

 

3
3
、7
0
0

２
１
、３
０
０
〜

 

3
7
、7
0
0

家 

賃（
円
）

募
集
住
宅

※
L
D
K
…
居
間
兼
食
事
室
兼
調
理
場　

Y
…
浴
室（
浴
槽
・
風
呂
釜
付
）

子
ど
も
生
け
花
教
室

生
け
花
展
開
催
の
ご
案
内

　

公
民
館
講
座「
生
け
花
教
室
」の

生
徒
に
よ
る
生
け
花
展
を
開
催
し

ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
一
年
間
の
成
果

を
披
露
し
ま
す
。

　

エ
コ
ー
ル
み
よ
た
で
一
足
早
い

春
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

開
催
日

　

３
月
26
日（
土
）〜
27
日（
日
）

時　

間

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

会　

場

　

エ
コ
ー
ル
み
よ
た
ロ
ビ
ー

問
い
合
わ
せ
先

　

町
公
民
館　
（
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７
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